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問合せ先　　保健センター福祉課　村上　　☎７５－４１０１

問合せ先　　役場企画課　　☎７５－４１１２

限
度
額
適
用
（
標
準
負
担
額
減
額
）
認
定
証
の

更
新
手
続
き
に
つ
い
て

住
宅
の
リ
フ
ォ
ー
ム
費
用

　
の
一
部
を
助
成
し
ま
す

　

現
在
お
持
ち
の
「
限
度
額
適

用
認
定
証
」「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

「
特
定
疾
病
療
養
受
療
証
」
の

有
効
期
限
は
７
月
31
日
ま
で

で
す
。
引
き
続
き
認
定
証
が
必

要
な
人
は
、
更
新
の
手
続
を
お

願
い
し
ま
す
。

　

こ
の
認
定
証
を
入
院
お
よ

び
通
院
し
た
時
に
医
療
機
関

に
提
示
す
る
こ
と
で
、
一
つ
の

医
療
機
関
で
の
医
療
費
の
支

払
い
が
自
己
負
担
限
度
額
ま

で
に
な
り
ま
す
。

※
こ
の
自
己
負
担
限
度
額
は

所
得
区
分
に
よ
っ
て
異
な

り
ま
す
。

　

本
町
で
は
、
住
宅
の
リ
フ
ォ

ー
ム
費
用
の
一
部
を
助
成
す
る

事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。
希
望

す
る
人
は
、
期
限
内
に
書
類
等

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

助
成
条
件
・
対
象
物
件

・
工
事
費
が
20
万
円
以
上
の
も
の

・
町
内
業
者
に
よ
る
施
工

・
他
の
助
成
事
業
と
重
複
が
な

い
こ
と

・
住
民
基
本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て

い
る
住
所
で
あ
り
、
生
活
実
態

の
あ
る
住
宅
（
蔵
・
倉
庫
含
む
）

助
成
額

　

助
成
対
象
工
事
に
か
か
る
経
費
の

15
／
100
（
上
限
15
万
円
）

対
象
者

・
町
内
在
住
で
本
町
に
住
民
登

録
又
は
外
国
人
登
録
を
し
て

い
る
人

・
本
人
及
び
同
居
家
族
が
町
税

や
町
の
使
用
料
等
を
滞
納
し

て
い
な
い
人

・
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行

為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
３
年
法
律
第
77
号
）

第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る

手
続
き
開
始
日　

８
月
１
日
～

手
続
き
の
場
所　

福
祉
課

◆
申
請
に
必
要
な
も
の

☑
国
民
健
康
保
険
の
保
険
証

☑
印
か
ん
（
認
め
印
可
）

☑
対
象
者
と
世
帯
主
の
個
人
番
号

☑
届
出
人
の
本
人
確
認
書
類

◆
所
得
申
告
を
し
て
い
ま
す
か
？

　

所
得
申
告
等
が
必
要
な
人
が

未
申
告
の
場
合
、
自
己
負
担
限

度
額
が
実
際
よ
り
高
く
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
必
ず
役
場
税

務
住
民
課
へ
申
告
し
て
く
だ
さ

い
。

暴
力
団
員
で
な
い
こ
と

・
過
去
に
町
が
実
施
す
る
移
住

定
住
支
援
施
策
で
あ
る
智
頭

町
Ｕ
Ｊ
Ｉ
タ
ー
ン
住
宅
支
援

事
業
又
は
定
住
促
進
対
策
事

業（
住
宅
支
援
）の
助
成
金
の

交
付
を
受
け
て
い
な
い
こ
と

・
過
去
に
同
様
の
事
業
に
よ
る
補

助
金
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人

は
、
補
助
金
を
受
け
た
年
度
か

ら
３
カ
年
度
経
過
し
て
い
る
こ

と
そ
の
他

　

応
募
多
数
の
場
合
は
、
初
め

て
申
請
さ
れ
る
人
を
優
先
さ
せ
て

い
た
だ
き
、
抽
選
と
な
り
ま
す
。

　

申
請
書
や
完
了
報
告
に
必
要

な
書
類
は
町
の
Ｈ
Ｐ
で
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
す
る
か
、
企
画
課
へ
問

合
せ
て
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間

　

８
月
１
日(

木)

～

　
　
　
　
　

８
月
23
日(

金)

▲有効期限を確認してください　

　新しい認定証は 8 月 1 日以降で

　なければ発行できません。
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